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○趣旨 

 

科目等履修生制度は、本学学則第 57 条に則り大学教育の機会拡張のために設けられています。 

 

  各学部の授業科目につき科目等の履修及び聴講を希望する者があるときは、各学部の学修を 

妨げない限り、科目等履修生及び聴講生として許可することができる。 

                                                専修大学学則第 57条 

 

 

○科目等履修生制度のコース及び受入対象者 

 

コース名 コース内容 

①教 職 課 程 
教育職員免許状授与の所要資格を得ようとする者で、教育職員免許法及び同法

施行規則に定める単位の修得について必要な科目の履修を行う者を対象とします。 

②司 書 課 程 
司書となる資格を得ようとする者で、図書館法及び同法施行規則に定める単位の

修得について必要な科目の履修を行う者を対象とします。 

③司書教諭課程 

司書教諭の資格を得ようとする者で、教職課程の単位を修得し、または修得しよう

とする者であって、学校図書館司書教諭講習規程に定める単位の修得について必

要な科目の履修を行う者を対象とします。 

④学校司書課程 
文部科学省による学校司書の養成に関するモデルカリキュラムに基づき、本学で

定める科目の履修を行う者を対象とします。 

⑤学 芸 員 課 程 
学芸員となる資格を得ようとする者で、博物館法施行規則及び本学で定める所定

の単位の修得について必要な科目の履修を行う者を対象とします。 

 

 

身体に障がいがある者の特別措置について 

身体に障がいがあり、受験および修学上特別の配慮を必要とする者は、出願に先立ち 

令和６年１月２２日（月） までに、専修大学教務課（神田校舎資格課程担当、表紙裏面参照） 

に必ず問い合わせてください。 

なお、障がいの状況によっては、科目の履修が事実上不可能な場合もありますので、 

この点についても問い合わせください。 
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［１］ 出願資格 

課 程 出          願          資          格 

教 職 課 程 

司 書 課 程 

司書教諭課程 

学校司書課程 

学 芸 員課程 

学士の学位を有する者又はそれと同等以上の学力があると認められる者 

※本学大学院入学予定者は、大学院入学後、受講することができます。 

  よって本制度で出願する必要はありません。 

 

［２］ 外国籍について 

令和 6 年 4 月 1 日から 1 年以上日本国への在留期間を有する者 

※本学の科目等履修生制度では在留資格「留学」を取得することはできませんので、ご注意ください。 

※授業は、日本語で行います。 
 

[３] 募集人員 

課 程 募 集 人 数 

教 職 課 程 

司 書 課 程 

司書教諭課程 

学 芸 員課程 

若干名 

学校司書課程 ２０名程度 
 

[４] 修学期間 

科目等履修生の修学期間は１年です。したがって、半期終了科目であっても単位の認定は年度末となります。 

大学の施設利用は、修学期間内とします。 

次年度も継続して修学を希望する場合は、あらためて出願し、許可を受ける必要があります。 
 

[５] 授業に関すること 

受講校舎及び履修科目は、次のとおりです。 

 

（1）教職課程 

  神田校舎または、生田校舎開講科目を履修します。 

（2）司書・司書教諭・学校司書課程 

  神田校舎または、生田校舎開講科目を履修します。 

（3）学芸員課程 

  生田校舎開講科目を履修します。 

 

※令和６年度の授業は、オンライン授業と対面授業の双方の方法を利用して運営することを想定しています。 

パソコンとインターネットを利用した受講環境が必要になります。 

詳細は履修ガイダンス時にお知らせいたします。 
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[６] 授業時間（90分授業） 

 神田校舎 生田校舎 

１時限  ９：００～１０：３０  ９：００～１０：３０ 

２時限 １０：４５～１２：１５ １０：４５～１２：１５ 

３時限 １３：０５～１４：３５ １３：０５～１４：３５ 

４時限 １４：５０～１６：２０ １４：５０～１６：２０ 

５時限 １６：３５～１８：０５ １６：３５～１８：０５ 

６時限 １８：１５～１９：４５  １８：１５～１９：４５ 

７時限 １９：５５～２１：２５ - 

 

教職・司書・司書教諭・学校司書・学芸員課程 

[１] 取得できる資格について 

   本学で取得できる教育職員免許状は下記一覧表のとおりです。 

   司書・司書教諭・学芸員資格については出身学部・学科に関係なく取得することができます。 

   学校司書課程については、出身学部･学科に関係なく、文部科学省による「学校司書のモデルカリキュラム」に

基づく本学所定の学校司書課程科目のすべての単位を修得した者に、本学所定の「学校司書課程修了証明書」

を発行します。 

   なお、出願に際しては一覧表下の【出願における注意事項】をご参照ください。 

免許種類 教科 

中学校１種 

国   語 

社   会 

※英   語 

※数   学 

高等学校１種 

国   語 

書   道 

地理歴史 

公   民 

※英   語 

※数   学 

商   業 

※情   報 

     ※印は出願に制限があります。下記の注意事項（３）（４）（５）（６）をご参照ください。 

【教職課程の出願における注意事項】 

（１） 該当する免許種類・教科に関する最新の教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定められた単位を修得してくだ 

さい。（平成 30 年度から継続している場合は除く。） 

（２） 本学卒業生の受け入れは、学部在学中に課程認定のある免許種類・教科とします。 

ただし、特別な事情等があり、課程認定以外の免許種類・教科の取得が必要な場合は、中学校・高等学校「数学」を除き、 

この限りではありません。出願前に教務課（神田校舎資格課程担当）に相談してください。 

（３） 他大学卒業生の受け入れは、卒業した大学の学部学科が課程認定を受けている免許種類・教科のみとします。 

ただし、高等学校「情報」及び中学校・高等学校「数学」の受け入れは行っていません。 

（４） 中学校・高等学校「数学」の免許状に関する科目は、本学ネットワーク情報学部卒業生、経営学部経営学科、商学部一部 

商業学科及び商学部一部マーケティング学科卒業生で高等学校「情報」の免許状を取得した者に限り出願できます。 

（５） ネットワーク情報学部の科目については、本学ネットワーク情報学部卒業生のみ受講できます。 

（６） 平成 13 年度以前の学部入学者で、中学校および高等学校「英語」の免許状希望者は、免許法施行規則一部改正（平成 

12 年 7 月 1 日施行） により、平成 13 年 3 月 31 日以前に修得した「英語」の「教科に関する科目」はすべて無効となって 

います。したがって、再度「英語」の「教科に関する科目」をすべて修得する必要があります。 

４ 



 

 

（７） 本学卒業生で令和 6 年度教育実習の内諾を得ていない者は、令和 6 年度に教育実習を行うことはできません。 

（８） 教育実習の実施には、前提条件が設定されています。条件が満たされていなければ、教育実習を行うことができません。 

（９） 中学校一種免許状（英語）、高等学校一種免許状（英語）取得希望者が、令和 6 年度に教育実習を行うには、出願時に次 

のいずれかの試験で基準をクリアしていなければなりませんので、 出願時に基準をクリアしたことを証明する書類の コ ピ 

ーを提出してください。 

試験名・基準 

試験名 基準 

ＴＯＥＩＣ® (ＩＰも可） ５５０点以上 

ＴＯＥＦＬ®ＩＴＰ ４４０点以上 

ＴＯＥＦＬ®ｉＢＴ ４２点以上 

実用英語技能検定 ２級以上 

（１０） 他大学卒業生は「教育実習 1・2・3」及び「教職実践演習（中・高）」を履修することはできません。 

（１１） 他大学卒業生は介護等体験を行うことはできません。 

（１２） 本学卒業生でも介護等体験のみを行うことはできません。 

（１３） 「専修大学教職・司書・司書教諭・学校司書・学芸員課程科目等履修生の取扱いに関する規程」第 12 条及び 14 条によ

り、科目等履修生在籍時に登録の取消及び懲戒処分を受けた場合、当該年度及び次年度の教育実習及び介護等体験

を行うことができません。 

（１４） カリキュラムは、希望免許状の種類や修得単位の状況によって大学が決定します。本学卒業生であっても出身学部のカ 

    リキュラムを適用しない場合もありますのでご了承ください。 

（１５） 受講する免許種類・教科や通学校舎に関わらず、科目等履修生の履修・申請・ガイダンスなど事務的な手続きはすべて 

    教務課（神田校舎資格課程）で行います。 

 

【司書・司書教諭・学校司書・学芸員課程の出願における注意事項】 

（１） 司書課程については平成 24 年 4 月 1 日より「図書館法施行規則の一部を改正する省令」【平成 24 年 4 月 1 日施行】に

伴うカリキュラムを適用しています。 

（２） 司書教諭課程については平成 11 年 4 月 1 日より「学校図書館司書教諭講習規程」【平成 11 年 4 月 1 日施行】に伴うカリ 

   キュラムを適用しています。 

（３） 学校司書課程については文部科学省通知文書「28 文科初第 1172 号」の「学校司書のモデルカリキュラム」に基づくカリキ   

ュラムを適用しています。 

（４） 学芸員課程については平成 24 年 4 月 1 日より「博物館法施行規則の一部を改正する省令」【平成 22 年 4 月 1 日施行】 

に伴うカリキュラムを適用しています。 

（５） 「専修大学教職・司書・司書教諭・学校司書・学芸員課程科目等履修生の取扱いに関する規程」第 12 条及び14 条により、 

科目等履修生在籍時に登録の取消及び懲戒処分を受けた場合、当該年度及び次年度の図書館実習及び博物館実習を 

行うことができません。 

（６） 受講する課程や通学校舎に関わらず、科目等履修生の履修・申請・ガイダンスなど事務的な手続きは、すべて教務課（神

田校舎資格課程担当）で行います。 

（７） 学校司書課程希望者で学校司書のカリキュラムに含まれる科目を現行制度（司書課程は平成 24 年度以降、司書教諭課 

程科目は平成 11 年度以降）以前に修得している場合は、改めて本学所定の学校司書課程科目をすべて履修する必要が

あります。 
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[２] 出願書類  

＜全課程共通提出書類＞     

出願書類 新規出願者 継続出願者 備考 

①  科目等履修生 願書 ○ ○ 指定用紙を使用すること 

②  科目等履修生 写真貼付台紙 ○ ○ 指定用紙を使用すること 

③  小論文用紙（600 字以上 800 字以内） ○ ○ 
小論文テーマは指定用紙に記載し

ています。 

④  最終学歴の卒業（修了）証明書 ○ ― 
令和 6 年 3 月卒業（修了）見込の者は 

卒業（修了）見込証明書を提出すること 

⑤  最終学歴の成績証明書 ○ ― 
令和 6 年 3 月に本学卒業見込の者は 

成績通知書を提出すること 

⑥  健康診断証明書 ○ ○ 指定用紙を使用すること 

⑦  受験票 ○ ○ 指定用紙を使用すること 

⑧  選考結果通知用封筒 ○ ○ 指定封筒を使用すること 

⑨  選考料納金票（科目等履修生） ○ ○ 指定用紙を使用すること 

⑩  令和５年度 科目等履修生証 ― ○ 原本 

⑪  住民票 △ △ 外国籍の者のみ 

【注意事項】  

(１） ①科目等履修生 願書及び②科目等履修生 写真貼付台紙に貼付する写真は、上半身脱帽正面背景

なし、撮影3カ月以内、縦4ｃｍ×横3ｃｍのものを使用してください。貼付する際には、裏面に氏名を明記

してください。 

(２） ④最終学歴の卒業（修了）証明書について、令和6年3月に学部卒業見込または大学院修了見込の者

は、「卒業（修了）見込証明書」を提出してください。この場合、4月以降に「卒業（修了）証明書」を必ず

提出してください。 

(３） ⑤最終学歴の成績証明書について、令和6年3月に本学卒業見込の者は、成績通知書（2月23日（金）

〔予定〕より教務Webサービスからダウンロード可能）を提出してください。この場合、入学後に「成績証

明書」を必ず提出してください。 

※最終学歴が大学院の課程を修了している者は、学部の成績証明書とともに大学院の「成績証明書」

を提出してください。 

(４） 願書と異なる氏名で④最終学歴の卒業（修了）証明書及び⑤最終学歴の成績証明書が発行されている

場合は、それを証明する戸籍抄本等の公的書類を提出してください。 

(５） ⑥健康診断証明書については、必ず指定用紙を使用して医療機関で受診した結果を提出してください。 

※健康診断証明書は、受診後発行されるまでに2～3日かかる場合がありますので注意してください。 

※大学等が発行する健康診断証明書は受け付けられません。 

(６） ⑦受験票に、323円分（速達料金含む）の切手を貼付してください。後日、郵送します。 

(７） ⑧選考結果通知用封筒に、344円分（速達料金含む）の切手を貼付し、現住所・氏名を明記してください。 

(８） ⑨選考料納金票（科目等履修生）には、「科目等履修生選考料」の証紙（以下を参照）を証紙券売機で

購入し、貼付のうえ提出してください。 

 本学卒業生 他大学卒業生 

選考料 10,000 円 20,000 円 

※証紙券売機設置場所：専修大学 神田校舎 ３号館 ２階 教務課窓口前 

※本学卒業生と他大学卒業生では選考料納金票の用紙が異なりますので注意してください。 

（本学＝白、他大学＝緑） 

(９） ⑪住民票は、国籍、在留資格及び在留期間が記入されているものを提出してください。居住する市区町

村の役所に発行を申請してください。在留カードの写しは無効です。 

(１０） 日本語以外の言語で記載されている証明書は、日本語の訳文を添付してください。 

 

６ 



 

 

＜教職課程希望者のみ提出＞ 

出願書類 新規出願者 継続出願者 備考 

学力に関する証明書 ○ △ 【注意事項】を参照 

【注意事項】 

（１） 該当する免許種類・教科に関する最新の教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に対応した 

「学力に関する証明書」を提出してください。 

（２） 本学を令和6年3月に卒業見込の者は、『学力に関する証明書』を取得するため、出願時に本学所定の

「和文証明書交付願（卒業生用・修了者・退学者用）」に必要事項を記入し、教務課（神田校舎資格課

程担当）窓口前の券売機にて証紙を購入、貼付して提出してください。申し込み後本学で『学力に関す

る証明書』を発行し、出願書類として使用します。 

（３） 他大学を令和6年3月に卒業見込の者は、出願時に『学力に関する証明書（見込）』を提出し、入学後に

『学力に関する証明書（最終成績が記載されたもの）』を4月3日（水）までに提出してください。なお、単

位修得状 況によっては、履修科目が変更になる場合があります。 

（４） 継続出願者で、現在取得中の免許状に加え新たな免許状（校種・教科）の取得を希望する場合は、

『学力に関する証明書』の提出が必要になります。 

 

＜司書課程希望者のみ提出＞ 

出願書類 新規出願者 継続出願者 備考 

司書課程単位修得証明書（出身大学発行） ○ ― 【注意事項】を参照 

【注意事項】 

（１） 本学を令和6年3月に卒業見込の者は、『司書課程単位修得証明書』を取得するため、出願時に本学 

所定の「和文証明書交付願（卒業生用・修了者・退学者用）」に必要事項を記入し、教務課（神田校舎

資格課程担当）窓口前の券売機にて証紙を購入、貼付して提出してください。申し込み後本学で『司書

課程単位修得証明書』を発行し、出願書類として使用します。 

（２） 他大学を令和6年3月に卒業見込の者は、出願時に『司書課程単位修得証明書（出身大学発行）（見 

込）』を提出し、入学後に『司書課程単位修得証明書（出身大学発行）（最終成績が記載されたもの）』

を4月3日（水）までに提出してください。なお、単位修得状況によっては、履修科目が変更になる場合

があります。 

（３） 出身大学で証明書の発行が不可能な場合は、教務課（神田校舎資格課程担当）にご相談ください。 

 

＜司書教諭課程希望者のみ提出＞ 

出願書類 新規出願者 継続出願者 備考 

司書教諭課程単位修得証明書（出身大学発行） ○ ― 【注意事項】を参照 

【注意事項】 

（１） 本学を令和6年3月に卒業見込の者は、『司書教諭課程単位修得証明書』を取得するため、出願時に 

本学所定の「和文証明書交付願（卒業生用・修了者・退学者用）」に必要事項を記入し、教務課（神田

校舎資格課程担当）窓口前の券売機にて証紙を購入、貼付して提出してください。申し込み後本学で

『司書教諭課程単位修得証明書』を発行し、出願書類として使用します。 

（２） 他大学を令和6年3月に卒業見込の者は、出願時に『司書教諭課程単位修得証明書（出身大学発行） 

（見込）』を提出し、入学後に『司書教諭課程単位修得証明書（出身大学発行）（最終成績が記載された

もの）』を4月3日（水）までに提出してください。なお、単位修得状況によっては、履修科目が変更になる

場合があります。 

（３） 出身大学で証明書の発行が不可能な場合は、教務課（神田校舎資格課程担当）にご相談ください。 

７ 



 

 

＜学校司書課程希望者のみ提出＞ 

提出書類は、本学出身者・他大学出身者で異なりますので、注意してください。 

●本学出身者 

【注意事項】 

本学を令和6年3月に卒業見込の者は『学校司書課程単位修得証明書』を取得するため、出願時に本学

所定の「和文証明書交付願（卒業生用・修了者・退学者用）」に必要事項を記入し、教務課（神田校舎資格

課程担当）窓口前の券売機にて証紙を購入、貼付して提出してください。申し込み後本学で『学校司書課程

単位修得証明書』を発行し、出願書類として使用します。 

 

●他大学出身者 

司書資格を取得している者、または、学校図書館司書教諭講習科目を修得している者が、出願時に下表の

書類（司書資格取得者は①司書課程単位修得証明書（出身大学発行）、②司書資格取得証明書（出身大学発

行）、学校図書館司書教諭講習科目修得者は③司書教諭課程単位修得証明書（出身大学発行）、④学校図書

館司書教諭講習修了証書（写）（文部科学省発行））を提出した場合には、学校司書課程カリキュラムに含まれ

る司書課程科目、学校図書館司書教諭講習科目を、既に履修したものとみなします（みなし科目）。 

ただし、司書資格は「図書館法施行規則の一部を改正する省令」【平成24年4月1日施行】に伴うカリキュラム

による資格取得者のみ、学校図書館司書教諭講習科目修得者は「学校図書館司書教諭講習規程の一部を改

正する省令」【平成11年4月1日施行】に伴うカリキュラムによる修得者のみを対象とします。また、「図書館法施

行規則」による「情報資源組織演習」及び「情報サービス演習」をそれぞれ4単位以上履修していない場合には、

両科目を既に履修したものとみなすことはできません。既に履修したものとみなす科目（みなし科目）については、

各種書類を確認したうえで本学が判断します。 

【注意事項】 

（１） 他大学等を令和6年3月に卒業見込の者は、入学後『①司書課程単位修得証明書（出身大学発行）』、 

『②司書資格取得証明書（出身大学発行）』、『③司書教諭課程単位修得証明書（出身大学発行）』を 

4月3日（水）までに提出してください。（出願時に提出する必要はありません。） 

（２） 学校図書館司書教諭講習科目修得見込者は『④学校図書館司書教諭講習修了証書（写）（文部科学 

省発行）』が発行された後、速やかに提出してください。（出願時に提出する必要はありません。） 

（３） 出身大学で証明書の発行が不可能な場合は、教務課（神田校舎資格課程担当）にご相談ください。 

８ 

出願書類 新規出願者 継続出願者 備考 

①   司書課程単位修得証明書 ○ ― H29 年度以前卒業者のみ 

②  司書教諭課程単位修得証明書 ○ ― H29 年度以前卒業者のみ 

③  学校司書課程単位修得証明書 ○ ― 
H30 年度以降卒業者のみ 

【注意事項】を参照 

出願書類 新規出願者 継続出願者 備考 

①  
司書課程単位修得証明書 

（出身大学発行） 
○ ― 【注意事項】を参照 

②  
司書資格取得証明書 

（出身大学発行） 
△ ― 

みなし科目適用希望者で司

書資格取得者のみ 

【注意事項】を参照 

③  
司書教諭課程単位修得証明書 

（出身大学発行） 
○ ― 【注意事項】を参照 

④  
学校図書館司書教諭講習修了証書（写） 

（文部科学省発行） 
△ ― 

みなし科目適用希望者で学

校図書館司書教諭講習科

目修得者のみ 

【注意事項】を参照 



 

 

＜学芸員課程希望者のみ提出＞ 

出願書類 新規出願者 継続出願者 備考 

学芸員課程単位修得証明書（出身大学発行） ○ ― 【注意事項】を参照 

【注意事項】 

（１） 本学を令和6年3月に卒業見込の者は『学芸員課程単位修得証明書』を取得するため、出願時に本学 

所定の「和文証明書交付願（卒業生用・修了者・退学者用）」に必要事項を記入し、教務課（神田校舎

資格課程担当）窓口前の券売機にて証紙を購入、貼付して提出してください。申し込み後本学で

『学芸員課程 

単位修得証明書（出身大学発行』を発行し、出願書類として使用します。 

（２） 他大学を令和6年3月に卒業見込の者は、出願時に『学芸員課程単位修得証明書（出身大学発行） 

（見込）』を提出し、入学後に『学芸員課程単位修得証明書（出身大学発行）（最終成績が記載された 

もの）』を４月3日（水）までに提出してください。なお、単位修得状況によっては、履修科目が変更にな 

る場合があります。 

（３） 出身大学で証明書の発行が不可能な場合は、教務課（神田校舎資格課程担当）にご相談ください。 

 

[３] 出願期間 

 内容 

期   間 令和６年２月１３日（火）～ ２月２６日（月） 

受付時間 
月～金 10時00分～16時45分 

土 10時00分～11時45分 

受付場所 

専修大学 神田校舎 ３号館 ２階  教務課（資格課程担当）窓口 

※直接窓口で出願してください。（郵送不可） 

※電話による事前予約が必要です。 

専修大学教務課（神田校舎資格課程担当）（TEL: 03-3265-3823） 

【注意事項】 

（１） 令和5年度専修大学卒業年次生で3月に卒業が決定する者（第２次卒業決定者）については、３月の 

卒業発表後に特別受付を行います。（受付日は1月にホームページでお知らせします）2月の卒業 

決定者（第１次卒業決定者）は、特別受付の対象となりませんので注意してください。 

（２） 書類に不備がある場合は受理しません。 

（３） 一度受理した書類は返却しません。 

（４） 受付時間は変更になることがありますので、必ず本学ホームページ等で確認してください。 

（５） 新型コロナウイルス感染症の状況等により、出願方法を変更する可能性があります。その場合は、科目 

等履修生願書に記載されたメールアドレスに変更内容をお知らせします。 

 

[４] 選考方法 

 内容 

選考方法 書類審査、小論文及び面接試験 

面接日時 令和６年３月２日（土） 

【注意事項】 

（１） 受験票は、必ず持参してください。 

（２） 集合場所、時間は受験票で確認してください。 

（３） 英語の免許状取得希望者には、英語による口頭諮問をする場合があります。 

（４） 継続の出願者については、選考のうえ、面接試験を免除する場合があります。面接試験実施の有無に 

ついては、出願者全員に対して通知しますので必ず確認してください。 

（５）学校保健安全法で出席停止が定められている感染症（新型コロナウイルス感染症・インフルエンザ・結

核・はしか等）に罹患し、治癒していない場合は、他の受験者や面接官等への感染の恐れがあるため受 

９ 



 

 

験できません。 

なお、上記により面接を欠席した場合でも、追試等の措置、選考料の返還は行いません。 

新型コロナウイルス感染症の状況等により、選考方法を変更する可能性があります。その場合は、科目    

等履修生願書に記載されたメールアドレスに変更内容をお知らせします。 

[５] 合格発表       

令和６年３月１９日（火）に合否を郵便で発送します。 

  ※入学が許可された場合は、令和６年３月３０日（土）の13時から、履修ガイダンスを予定しています。 

必ず出席してください。詳細は合格発表時に通知でお知らせいたします。 

 

[６] 履修単位数の制限   

履修を許可した年度において、履修単位数の上限は４０単位とします。ただし、前期または後期のみ履修する 

場合は、２０単位とします。 

 

[７] 登録料及び履修料 

 金額 備考 

登 録 料                 30,000 円 本学卒業生は 10,000 円 

履 修 料 １単位につき   11,000 円 本学卒業生は 3,500 円 

実習科目 

履 修 料 

教育実習 
高等学校 10,000 円 

該当年度のみで、本学卒業生に限る。 
中 学 校 15,000 円 

博物館実習 8,000 円 該当年度のみ 

体 験 費 介護等の体験 10,450 円 該当年度のみ 

【注意事項】 

(１） 期日までに登録料及び履修料の納金がなかった場合は入学許可が取り消されます。 

(２） 登録料、履修料ともに許可された当該年度のみ有効です。 

※前年度から継続している場合は、登録料を免除します。 

(３） 一度納金した選考料、登録料及び履修料は、いかなる事由があっても返金しません。 
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専修大学 教務課（神田校舎 資格課程担当） 
  

住所：〒101-8425 東京都千代田区神田神保町 3‐8 

電話：03-3265-3823（直） 


